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今
回
の
改
正
は
、
昨
今
の

物
価
上
昇
等
を
踏
ま
え
、
次

の
施
設
の
使
用
料
等
を
改
定

す
る
も
の
で
す
。

①
サ
プ
リ
村
野
Ｎ
Ｐ
Ｏ
セ
ン

タ
ー
…
長
期
利
用
室

②
生
涯
学
習
市
民
セ
ン
タ
ー

…
牧
野
生
涯
学
習
市
民
セ
ン

タ
ー
牧
野
北
分
館
の
集
会
室
、

生
涯
学
習
情
報
プ
ラ
ザ
の
学

習
ル
ー
ム

③
総
合
文
化
芸
術
セ
ン
タ
ー

…
本
館
の
大
・
小
ホ
ー
ル

④
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

…
総
合
体
育
館
メ
イ
ン
ア
リ

ー
ナ
、
陸
上
競
技
場

⑤
渚
市
民
体
育
館
…
ド
ー
ム

ア
リ
ー
ナ
、フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
ル

ー
ム
及
び
ス
カ
イ
ア
リ
ー
ナ

⑥
伊
加
賀
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ

ー
…
大
体
育
室
、体
育
室
１
、

体
育
室
２
及
び
多
目
的
室

な
お
、
施
行
日
は
、
①
９

年
１
月
４
日
、
②
③
８
年
７

月
１
日
、
④
〜
⑥
８
年
７
月

２１
日
で
す
。

施
設
使
用
料
の
見
直
し

到
底
納
得
で
き
な
い

質
問

施
設
使
用
料
の
現
行

料
金
に
対
し
試
算
額
が
１
・

１
倍
以
上
の
施
設
が
見
直
し

対
象
と
い
う
が
、
対
象
と
し

な
い
施
設
数
を
聞
く
。

答
弁

試
算
額
が
現
行
料
金

を
下
回
る
区
分
が
あ
る
の
は

１９
施
設
で
、
上
回
る
が
料
金

改
定
し
な
い
区
分
が
あ
る
の

は
２２
施
設
で
あ
る
。

要
望
等

１９
施
設
は
料
金
引

下
げ
に
な
る
は
ず
が
引
き
下

げ
ず
、
一
方
で
引
上
げ
を
据

え
置
く
施
設
も
あ
る
。
到
底

納
得
で
き
な
い
と
意
見
す
る
。

総
合
文
化
芸
術
セ
ン
タ
ー

小
ホ
ー
ル
の
使
用
料

引
上
げ
は
見
送
る
べ
き

質
問

市
民
の
文
化
活
動
を

支
援
す
る
観
点
か
ら
、
総
合

文
化
芸
術
セ
ン
タ
ー
小
ホ
ー

ル
の
使
用
料
引
上
げ
は
見
送

る
べ
き
で
は
な
い
か
。

答
弁

光
熱
費
を
は
じ
め
と

す
る
維
持
管
理
・
運
営
費
用

が
上
昇
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

使
用
料
を
改
定
す
る
。

要
望
等

使
用
料
引
上
げ
で

は
な
く
、
演
劇
や
音
楽
に
触

れ
る
機
会
を
増
や
し
、
夢
や

希
望
を
持
っ
て
先
を
楽
し
み

に
生
き
て
い
け
る
た
め
の
支

援
こ
そ
行
う
べ
き
で
あ
る
。

牧
野
北
分
館
の
使
用
料
改
定

利
用
実
態
に
合
わ
せ

体
育
施
設
と
区
分
す
べ
き

質
問

牧
野
北
分
館
の
集
会

室
は
、
元
小
学
校
体
育
館
の

代
替
施
設
で
あ
り
、オ
ー
プ
ン

当
初
は
、渚
市
民
体
育
館
を
参

考
に
使
用
料
の
算
出
を
し
て

い
た
。
生
涯
学
習
市
民
セ
ン

タ
ー
で
な
く
、体
育
施
設
と
し

て
区
分
す
べ
き
だ
が
ど
う
か
。

答
弁

平
成
３０
年
に
生
涯
学

習
市
民
セ
ン
タ
ー
に
移
管
後
、

既
に
同
セ
ン
タ
ー
と
し
て
使

用
料
の
算
定
を
し
て
い
る
。

要
望
等

生
涯
学
習
市
民
セ

ン
タ
ー
と
し
て
の
使
用
料
改

定
は
疑
問
で
あ
る
。

４
議
案
は
、
１２
月
５
日
の

本
会
議
で
建
設
環
境
常
任
委

員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
。

１０
日
の
同
委
員
会
で
審
査
が

行
わ
れ
、
原
案
可
決
と
す
べ

き
も
の
と
議
決
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
１９
日
の
本
会
議
で

岡
市
栄
次
郎
建
設
環
境
常
任

委
員
長
か
ら
審
査
内
容
の
報

告
を
受
け
ま
し
た
。

議
案
の
内
容
は
次
の
と
お

り
で
す
。

■
都
市
公
園
条
例
の
一
部
改

正

今
回
の
改
正
は
、
有
料

施
設
の
う
ち
、
プ
ー
ル
、
運

動
広
場
、
野
球
場
の
使
用
料

の
上
限
額
を
改
定
す
る
も
の

で
す
。

な
お
、
施
行
日
は
８
年
７

月
２１
日
で
す
。

■
自
転
車
等
の
放
置
防
止
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

今
回
の
改
正
は
、
西
牧
野
自

転
車
保
管
場
所
の
保
管
手
数

料
額
を
改
定
す
る
も
の
で
す
。

な
お
、
施
行
日
は
８
年
１０

月
１
日
で
す
。

■
自
転
車
駐
車
場
条
例
の
一

部
改
正

今
回
の
改
正
は
、

市
内
１９
か
所
の
自
転
車
駐
車

場
の
一
時
使
用
、
定
期
使
用

１
か
月
分
の
使
用
料
額
を
改

定
す
る
も
の
で
す
。

な
お
、
施
行
日
は
８
年
９

月
２０
日
で
す
。

■
自
動
車
駐
車
場
条
例
の
一

部
改
正

今
回
の
改
正
は
、

市
営
岡
東
町
自
動
車
駐
車
場

の
①
前
払
い
駐
車
券
の
販
売

の
終
了
、
②
一
時
使
用
、
定

期
使
用
１
か
月
分
の
使
用
料

額
を
改
定
す
る
も
の
で
す
。

な
お
、
施
行
日
は
①
８
年

９
月
２０
日
、
②
８
年
１０
月
１

日
で
す
。

公
園
施
設
の
使
用
料
改
定

効
果
額
と
見
込
む
に
は
疑
問

値
上
げ
の
必
要
性
は

質
問

施
設
使
用
料
等
の
値

上
げ
に
よ
る
効
果
額
を
聞
く
。

答
弁

年
間
で
、
公
園
施
設

は
約
１
３
０
０
万
円
、
自
転

車
保
管
手
数
料
は
約
１
３
０

万
円
、
自
転
車
駐
車
場
施
設

は
約
５
０
０
０
万
円
、
自
動

車
駐
車
場
施
設
は
約
２
７
０

０
万
円
と
想
定
し
て
い
る
。

要
望
等

公
園
施
設
は
利
用

料
金
制（
＊
１
）で
、増
収
分
の

使
途
は
協
議
事
項
の
た
め
、

効
果
額
と
見
込
む
に
は
疑
問

で
あ
る
。
値
上
げ
の
必
要
性

に
欠
け
る
と
意
見
す
る
。

公
園
施
設
の
使
用
料
改
定

増
収
分
で
施
設
の
充
実
な
ど

利
用
者
目
線
で
の
活
性
化
を

質
問

公
園
施
設
は
利
用
料

金
制（
＊
１
）で
あ
る
が
、
今

回
の
使
用
料
改
定
に
よ
る
増

収
分
は
全
て
指
定
管
理
者
の

収
益
と
な
る
の
か
。

答
弁

増
収
分
は
市
へ
納
め

る
こ
と
が
基
本
だ
が
、
公
園

の
魅
力
向
上
に
資
す
る
使
途

と
す
る
場
合
、
指
定
管
理
者

の
収
入
に
で
き
る
と
考
え
る

た
め
、協
議
の
必
要
が
あ
る
。

要
望
等

値
上
げ
す
る
限
り

は
、
老
朽
化
施
設
の
改
善
を

含
め
、
利
用
者
目
線
で
の
公

園
の
活
性
化
を
強
く
求
め
る
。

自
転
車
駐
車
場

定
期
使
用
の
料
金
改
定
額

試
算
額
よ
り
低
い
理
由
は

質
問

自
転
車
駐
車
場
の
定

期
使
用
料
は
、
試
算
額
に
対

し
改
定
予
定
額
が
下
回
っ
て

い
る
。
そ
の
理
由
を
聞
く
。

答
弁

利
用
者
の
約
６
割
が

定
期
利
用
の
た
め
、
市
民
の

影
響
を
少
し
で
も
抑
え
る
こ

と
を
考
え
た
。
特
に
子
育
て

世
代
へ
の
負
担
軽
減
の
た
め
、

学
生
定
期
の
改
定
額
は
収
入

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
複
数

行
い
、
一
般
定
期
と
比
べ
低

い
改
定
額
と
し
た
。

要
望
等

し
っ
か
り
と
し
た

周
知
の
徹
底
を
要
望
す
る
。

市
営
岡
東
町
自
動
車
駐
車
場

近
隣
駐
車
場
と
の
料
金
差
は

質
問

市
営
岡
東
町
自
動
車

駐
車
場
の
使
用
料
が
近
隣
の

民
間
駐
車
場
よ
り
安
価
な
た

め
、
料
金
バ
ラ
ン
ス
を
図
る

た
め
に
料
金
改
定
を
行
う
と

い
う
が
、
ど
の
程
度
の
差
が

あ
る
の
か
。

答
弁

一
時
使
用
で
は
２
・

２
倍
、
定
期
使
用
で
は
７
０

０
０
円
以
上
の
差
が
あ
る
こ

と
を
確
認
し
て
い
る
。

要
望
等

利
用
者
の
負
担
が

増
え
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

料
金
改
定
に
対
す
る
十
分
な

周
知
を
行
う
よ
う
要
望
す
る
。

王
仁
公
園
プ
ー
ル

使
用
料
改
定
の
効
果
額

施
設
改
修
な
ど
に
活
用
を

質
問

王
仁
公
園
プ
ー
ル
は
、

老
朽
化
が
激
し
く
、
施
設
更

新
を
行
う
場
合
、
多
額
の
費

用
が
か
か
る
状
況
だ
が
、
今

後
の
在
り
方
を
聞
く
。

答
弁

３
年
度
に
策
定
し
た

王
仁
公
園
再
整
備
と
管
理
・

運
営
の
基
本
方
針
に
基
づ
き
、

既
存
施
設
を
最
大
限
活
用
し
、

公
園
の
魅
力
向
上
を
推
進
し

て
い
く
考
え
で
あ
る
。

要
望
等

今
回
の
使
用
料
改

定
に
よ
り
発
生
し
た
効
果
額

を
施
設
の
改
修
等
に
活
用
し

て
い
く
よ
う
要
望
す
る
。

市
民
に
負
担
増
を
求
め
る

値
上
げ
に
は
反
対

反
対
討
論

今
回
の
改
定
の

目
的
は
枚
方
市
駅
周
辺
再
整

備
の
財
源
確
保
だ
が
、見
直
す

べ
き
は
同
計
画
自
体
で
あ
る
。

ま
ず
、
市
民
説
明
会
を
実
施

し
意
見
を
反
映
す
べ
き
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
利
用
料
金
制

（
＊
１
）施
設
の
使
用
料
を
改

定
し
て
も
市
の
財
源
確
保
の

保
証
は
な
い
こ
と
、
放
置
自

転
車
数
の
減
少
を
理
由
に
保

管
手
数
料
を
値
上
げ
す
る
こ

と
、
障
害
者
の
自
転
車
駐
車

料
金
の
全
額
減
免
を
廃
止
す

る
こ
と
、
市
の
見
直
し
基
準

に
該
当
し
な
い
岡
東
町
駐
車

場
を
値
上
げ
す
る
こ
と
等
、

物
価
高
騰
の
中
、市
民
負
担
を

求
め
る
べ
き
で
は
な
い
。よ
っ

て
、本
４
議
案
に
反
対
す
る
。

改
定
で
生
じ
た
財
源
に
よ
る

施
設
改
修
実
施
を
求
め
賛
成

賛
成
討
論

今
回
の
見
直
し

は
、
元
年
度
策
定
の
使
用

料
・
手
数
料
設
定
基
準
に
基

づ
き
、
各
施
設
の
費
用
等
を

踏
ま
え
試
算
額
を
算
出
し
た

上
で
、類
似
施
設
と
の
均
衡
や

各
施
設
の
個
別
事
情
も
考
慮

し
合
理
的
な
改
定
額
が
示
さ

れ
て
い
る
。
改
定
は
、
昨
今

の
急
激
な
物
価
高
騰
の
影
響

下
に
お
い
て
、施
設
運
営
の
継

続
性
を
確
保
す
る
上
で
の
苦

渋
の
選
択
で
あ
る
こ
と
は
理

解
で
き
る
が
、
市
民
の
生
活

に
直
接
的
な
影
響
を
及
ぼ
す

も
の
で
あ
る
。丁
寧
な
周
知
、

改
定
で
生
じ
た
財
源
の
各
施

設
改
修
等
へ
の
活
用
等
、市
民

が
納
得
す
る
財
源
配
分
を
求

め
、本
４
議
案
に
賛
成
す
る
。

議
会
は
、
１２
月
１９
日
の
本

会
議
終
了
後
、
議
場
で
災
害

時
対
応
行
動
訓
練
を
実
施
し

ま
し
た
。
同
行
動
訓
練
は
、

「
枚
方
市
議
会
業
務
継
続
計

画
（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）
」に
基
づ
く
も

の
で
、
本
会
議
中
に
地
震
が

発
生
し
た
と
い
う
想
定
の
下
、

議
場
や
傍
聴
席
に
配
備
し
た

折
り
畳
み
式
防
災
ヘ
ル
メ
ッ

ト
を
着
用
し
た
上
で
、
安
全

姿
勢
の
確
保
や
議
場
外
へ
の

避
難
、
誘
導
等
を
確
認
し
ま

し
た
（
写
真
上
）
。

ま
た
、
１
月
１６
日
に
は
災

害
対
策
連
絡
会
議
訓
練
を
実

施
し
ま
し
た
。
同
会
議
訓
練

は
、「
枚
方
市
議
会
に
お
け
る

災
害
発
生
時
対
応
要
領
」
に

基
づ
く
も
の
で
、
震
度
６
強

の
地
震
が
発
生
し
、そ
の
後
、

余
震
が
繰
り
返
し
発
生
し
た

と
い
う
想
定
の
下
、
議
会
内

に
災
害
対
策
連
絡
会
議
を
設

置
し
、
議
員
の
安
否
確
認
等

を
行
い
ま
し
た
。
な
お
、
同

会
議
で
は
、
１２
月
１９
日
の
訓

練
を
振
り
返
り
、
災
害
時
に

お
け
る
行
動
や
今
後
の
訓
練

に
生
か
し
て
い
く
た
め
の
意

見
交
換
等
も
行
い
ま
し
た
。

＊
１

利
用
料
金
制
…
公
の

施
設
の
使
用
料
を
指
定
管
理

者
の
収
入
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
制
度
の
こ
と
。

報
告
内
容
は
、
市
が
支
払

う
電
話
料
金
に
つ
い
て
、
事

務
手
続
の
誤
り
に
よ
る
延
滞

利
息
が
発
生
し
た
事
案
及
び
、

市
立
小
学
校
に
お
い
て
パ
イ

プ
椅
子
の
撤
収
作
業
中
に
靴

箱
が
転
倒
し
、
通
り
か
か
っ

た
児
童
の
右
足
が
負
傷
し
た

事
故
に
対
す
る
損
害
賠
償
額

の
決
定
に
関
す
る
も
の
で
す
。

頻
発
す
る
事
務
ミ
ス

人
員
構
成
の
見
直
し
を

質
問

事
務
ミ
ス
が
頻
発
し
、

再
発
防
止
が
で
き
な
い
市
は

内
部
統
制
が
推
進
で
き
て
い

な
い
と
考
え
る
が
、
本
市
の

現
状
に
対
す
る
見
解
を
聞
く
。

答
弁

あ
ら
か
じ
め
定
め
た

対
応
策
が
適
切
に
講
じ
ら
れ

ず
、ミ
ス
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

Ｏ
Ｊ
Ｔ
の
推
進
等
で
引
き
続

き
対
応
策
の
定
着
を
図
る
。

要
望
等

過
剰
な
人
員
削
減

で
ミ
ス
を
防
ぐ
余
力
と
知
恵

が
失
わ
れ
て
い
る
。ベ
テ
ラ
ン

職
員
の
ノ
ウ
ハ
ウ
伝
承
と
人

員
構
成
の
見
直
し
を
求
め
る
。

梅
の
花
が
咲
く
季
節
、
い

か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

今
号
で
は
、
１２
月
定
例
月

議
会
の
内
容
を
中
心
に
掲
載

し
ま
し
た
。
ま
た
、
ク
オ
カ

ー
ド
が
当
た
る
ク
イ
ズ
コ
ー

た
ん
き
ゅ
う

ナ
ー
「
ぎ
か
い
探
Ｑ
」
は
、

今
号
を
も
っ
て
４
周
年
を
迎

え
ま
し
た
。
毎
号
い
た
だ
く

御
意
見
、御
感
想
を
励
み
に
、

今
後
も
皆
様
が
よ
り
議
会
報

に
触
れ
親
し
ん
で
い
た
だ
け

る
よ
う
、
引
き
続
き
創
意
工

夫
を
心
が
け
企
画
し
て
い
き

ま
す
。
ぜ
ひ
今
号
も
ク
イ
ズ

に
挑
戦
の
上
、
御
応
募
い
た

だ
き
、
御
意
見
、
御
感
想
を

市
議
会
事
務
局
ま
で
お
寄
せ

く
だ
さ
い
。

枚
方
市
議
会
報
は
、
各
会

派
か
ら
選
出
し
た
委
員
で
構

成
す
る
議
会
広
報
委
員
会
で

協
議
、
決
定
し
た
編
集
基
準

に
基
づ
き
編
集
し
て
い
ま
す
。

議
会
広
報
委
員
会

委
員
長
…

田
口

敬
規

副
委
員
長
…

番
匠

映
仁

委

員
…

松
本

佑
介
、

三
和

智
之
、
大
津
真
沙
樹
、

佐
田
あ
ゆ
美
、
千
葉

雅
民

議
会
は
、
１２
月
１９
日
の
本
会
議
で
、
７
件
の
意
見
書
を
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

可
決
し
た
意
見
書（
要
旨
）

意
見
書
と
は
…
市
の
公
益
（
市
民
の
日
常
生
活
に
関
わ

る
公
共
の
利
益
等
）
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
議
会
の

意
思
と
し
て
議
決
し
、
国
会
ま
た
は
関
係
行
政
機
関
に
提

出
す
る
も
の
で
す
。

危
機
的
状
況
に
あ
る
自
治
体
病
院
の

存
続
に
向
け
た
財
政
支
援
等
を
求
め

る
意
見
書

政
府
は
、
危
機
的
状
況
に
あ
る
自
治
体
病
院
の
存
続
に

向
け
、
左
記
の
措
置
を
講
じ
る
よ
う
強
く
求
め
ま
す
。

記

１
�
物
価
高
騰
や
賃
金
等
の
上
昇
に
適
切
に
対
応
す
る
診

療
報
酬
の
仕
組
み
を
導
入
す
る
こ
と
。

２
�
令
和
８
年
度
の
診
療
報
酬
改
定
に
お
い
て
、
入
院
基

本
料
の
大
幅
な
引
上
げ
を
行
う
こ
と
。

〈
提
出
先
〉
内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大
臣
、
財
務
大
臣
、

厚
生
労
働
大
臣

太
陽
光
発
電
設
備
の
リ
サ
イ
ク
ル
及

び
適
正
な
廃
棄
処
理
の
推
進
を
求
め

る
意
見
書

政
府
は
、
太
陽
光
発
電
設
備
の
リ
サ
イ
ク
ル
、
廃
棄
に

関
す
る
制
度
整
備
や
支
援
を
強
化
し
、
地
方
自
治
体
が
適

正
な
処
理
と
資
源
循
環
を
推
進
で
き
る
体
制
を
構
築
す
る

た
め
、
左
記
の
措
置
を
講
じ
る
よ
う
強
く
求
め
ま
す
。

記

１
�
廃
棄
さ
れ
る
太
陽
光
パ
ネ
ル
か
ら
有
用
な
資
源
（
シ

リ
コ
ン
、
銀
、
ガ
ラ
ス
等
）
を
回
収
し
再
利
用
す
る
た

め
、
研
究
開
発
へ
の
支
援
及
び
リ
サ
イ
ク
ル
施
設
の
整

備
促
進
を
図
る
こ
と
。

２
�
太
陽
光
パ
ネ
ル
の
廃
棄
時
に
お
け
る
発
電
事
業
者
や

施
工
業
者
の
責
任
を
明
確
化
し
、
適
切
な
処
理
ル
ー
ト

を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
不
法
投
棄
防
止
策
、
処
理
業

者
の
認
定
制
度
の
充
実
を
図
る
こ
と
。

３
�
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
や
廃
棄
物
処
理
の
現
場
で
重
要
な

役
割
を
担
う
地
方
自
治
体
に
対
し
、
必
要
な
財
政
的
支

援
、
人
員
配
置
、
技
術
的
助
言
な
ど
、
国
に
よ
る
包
括

的
な
支
援
体
制
を
強
化
す
る
こ
と
。

〈
提
出
先
〉
内
閣
総
理
大
臣
、経
済
産
業
大
臣
、環
境
大
臣

地
方
の
福
祉
人
材
確
保
の
取
組
に
向

け
た
財
政
措
置
を
求
め
る
意
見
書

政
府
は
、左
記
の
措
置
を
講
じ
る
よ
う
強
く
求
め
ま
す
。

記

１
�
令
和
７
年
４
月
か
ら
の
地
域
区
分
の
変
更
に
よ
り
、

児
童
入
所
施
設
措
置
費
及
び
保
護
施
設
事
務
費
等
が
引

き
下
げ
ら
れ
た
地
方
自
治
体
に
対
し
て
、
見
直
し
前
の

水
準
に
戻
す
た
め
に
必
要
な
財
政
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

２
�
今
回
の
見
直
し
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
保
育
所
等

の
公
定
価
格
や
介
護
・
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
報
酬
等

の
地
域
区
分
に
つ
い
て
、
国
家
公
務
員
の
地
域
手
当
に

準
拠
す
る
こ
と
な
く
、
今
後
の
賃
金
水
準
や
国
に
お
け

る
処
遇
改
善
の
取
組
を
踏
ま
え
た
適
切
な
水
準
と
な
る

よ
う
、
必
要
な
財
政
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

〈
提
出
先
〉
内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大
臣
、
財
務
大
臣
、

厚
生
労
働
大
臣
、内
閣
府
特
命
担
当
大
臣（
こ

ど
も
政
策
）

脳
脊
髄
液
漏
出
症
患
者
の
救
済
を
求

め
る
意
見
書

政
府
は
、
自
賠
責
保
険
の
後
遺
障
害
等
級
の
認
定
に
お

い
て
、
公
平
性
と
透
明
性
が
確
保
さ
れ
適
切
な
認
定
が
受

け
ら
れ
る
体
制
を
整
備
し
、
一
人
で
も
多
く
の
同
症
患
者

を
救
済
す
る
た
め
、
左
記
の
措
置
を
講
じ
る
よ
う
強
く
求

め
ま
す
。

記

１
�
自
賠
責
保
険
に
お
け
る
後
遺
障
害
等
級
の
認
定
に
つ

い
て
、
自
賠
責
保
険
の
高
次
脳
機
能
障
害
の
認
定
シ
ス

テ
ム
と
同
様
に
、
専
門
医
に
よ
る
脳
脊
髄
液
漏
出
症
の

認
定
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
。

２
�
自
賠
責
保
険
に
お
い
て
後
遺
障
害
等
級
の
認
定
を
審

査
し
た
際
の
根
拠
資
料
に
つ
い
て
、
被
害
者
、
代
理
人

及
び
裁
判
所
等
が
開
示
を
求
め
た
場
合
に
は
、
労
災
保

険
と
同
様
に
、開
示
さ
れ
る
仕
組
み
を
構
築
す
る
こ
と
。

〈
提
出
先
〉
内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大
臣
、
厚
生
労
働
大

臣
、
国
土
交
通
大
臣

地
方
税
財
源
の
充
実
、
確
保
を
求
め

る
意
見
書

政
府
は
、左
記
の
措
置
を
講
じ
る
よ
う
強
く
求
め
ま
す
。

記

１
�
地
方
財
政
計
画
に
つ
い
て
は
、
人
件
費
増
や
物
価
高

へ
の
対
応
な
ど
、
今
後
も
増
大
す
る
地
方
の
財
政
需
要

を
適
切
に
反
映
す
る
と
と
も
に
、
安
定
的
な
財
政
運
営

に
必
要
な
地
方
一
般
財
源
総
額
を
増
額
確
保
す
る
こ
と
。

２
�
い
わ
ゆ
る
年
収
の
壁
の
さ
ら
な
る
見
直
し
や
ガ
ソ
リ

ン
の
暫
定
税
率
の
廃
止
に
つ
い
て
は
、
地
方
財
政
へ
の

影
響
を
十
分
に
考
慮
し
、
地
方
公
共
団
体
の
減
収
分
の

代
替
と
な
る
恒
久
財
源
を
確
実
に
確
保
す
る
こ
と
。

３
�
地
方
交
付
税
に
つ
い
て
は
、
財
源
保
障
・
財
源
調
整

機
能
が
適
切
に
発
揮
で
き
る
よ
う
、
総
額
を
確
保
す
る

と
と
も
に
、
臨
時
財
政
対
策
債
に
つ
い
て
は
、
新
規
発

行
額
ゼ
ロ
を
継
続
し
、
償
還
財
源
を
確
実
に
確
保
す
る

ほ
か
、
中
長
期
的
に
は
、
臨
時
財
政
対
策
債
等
の
特
例

措
置
に
依
存
し
な
い
持
続
可
能
な
制
度
を
確
立
す
る
こ

と
。

４
�
地
方
が
担
っ
て
い
る
役
割
と
責
任
に
見
合
う
よ
う
、

税
源
の
偏
在
性
が
小
さ
く
、
税
収
の
安
定
性
を
備
え
た

地
方
税
体
系
を
構
築
し
、
地
方
税
の
一
層
の
充
実
を
図

る
こ
と
。

５
�
国
が
全
国
一
律
で
行
う
子
ど
も
・
子
育
て
政
策
の
強

化
に
伴
い
生
ず
る
地
方
公
共
団
体
負
担
の
財
源
に
つ
い

て
は
、
国
の
責
任
に
お
い
て
確
実
に
確
保
す
る
こ
と
。

〈
提
出
先
〉
内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大
臣
、
財
務
大
臣

非
核
三
原
則
の
堅
持
を
求
め
る
意
見

書
高
市
政
権
は
、安
全
保
障
関
連
３
文
書
の
改
定
に
際
し
、

非
核
三
原
則
の
見
直
し
に
つ
い
て
も
議
論
す
る
方
向
で
検

討
に
入
っ
た
と
の
報
道
が
あ
り
ま
し
た
。

核
兵
器
を
持
た
ず
、
作
ら
ず
、
持
ち
込
ま
せ
ず
と
い
う

非
核
三
原
則
は
、１
９
７
１
年
に
国
会
決
議
さ
れ
て
以
降
、

歴
代
政
権
が
国
是
と
し
て
堅
持
し
て
き
た
も
の
で
す
。
そ

れ
を
、
閣
議
決
定
の
み
で
改
定
が
可
能
な
安
全
保
障
関
連

３
文
書
の
中
で
見
直
す
と
な
れ
ば
、
国
会
決
議
の
非
核
三

原
則
を
内
閣
の
決
定
だ
け
で
覆
す
こ
と
と
な
り
、
到
底
、

国
民
の
理
解
を
得
ら
れ
な
い
と
考
え
ま
す
。

こ
の
非
核
三
原
則
の
見
直
し
に
関
す
る
報
道
に
対
し
、

長
崎
県
知
事
は
「
被
爆
県
と
し
て
到
底
受
け
入
れ
ら
れ
る

も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
、
広
島
県
知
事
も
「
非
核
三
原

則
は
絶
対
に
守
る
べ
き
も
の
だ
」
と
述
べ
て
お
り
、
非
核

三
原
則
の
堅
持
を
求
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
日
本
原
水
爆

被
害
者
団
体
協
議
会
は
、
抗
議
声
明
を
発
表
し
、
「
日
本

に
核
が
持
ち
込
ま
れ
、
核
戦
争
の
基
地
に
な
る
こ
と
も
核

攻
撃
の
標
的
に
な
る
こ
と
も
許
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
」

と
訴
え
、
日
本
政
府
に
対
し
、
「
非
核
三
原
則
を
法
制
化

す
る
こ
と
、
核
兵
器
禁
止
条
約
へ
の
署
名
、
批
准
す
る
こ

と
、
戦
争
を
遂
行
し
た
国
と
し
て
原
爆
被
害
者
へ
の
償
い

を
す
る
こ
と
、
核
兵
器
も
戦
争
も
な
い
人
間
社
会
に
む
け

て
世
界
の
指
導
的
役
割
を
担
う
こ
と
」
を
強
く
求
め
て
い

ま
す
。

非
核
平
和
宣
言
都
市
で
あ
る
枚
方
市
の
市
議
会
と
し
て

も
、
非
核
三
原
則
の
見
直
し
は
、
看
過
で
き
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

よ
っ
て
、
政
府
は
、
今
後
も
非
核
三
原
則
を
堅
持
す
る

こ
と
を
強
く
求
め
ま
す
。

〈
提
出
先
〉
内
閣
総
理
大
臣
、
外
務
大
臣
、
防
衛
大
臣

多
文
化
共
生
の
た
め
の
社
会
基
盤
整

備
を
求
め
る
意
見
書

国
会
及
び
政
府
は
、
多
文
化
共
生
社
会
の
形
成
に
つ
い

て
の
基
本
法
を
策
定
し
、
左
記
の
措
置
を
講
じ
る
よ
う
強

く
求
め
ま
す
。

記

１
�
国
の
事
務
、
事
業
の
実
施
に
当
た
り
、
国
籍
や
社
会

的
・
文
化
的
背
景
が
異
な
る
こ
と
を
理
由
に
、
不
当
な

差
別
的
取
扱
い
が
な
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

２
�
国
籍
や
社
会
的
・
文
化
的
背
景
が
異
な
る
こ
と
を
理

由
と
す
る
、
人
権
侵
害
や
紛
争
の
防
止
、
解
決
に
必
要

な
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

３
�
多
文
化
共
生
社
会
の
形
成
に
関
す
る
教
育
、
啓
発
及

び
国
民
と
在
留
外
国
人
と
の
交
流
の
促
進
を
通
じ
て
、

国
民
の
関
心
と
理
解
を
深
め
る
こ
と
。

４
�
在
留
外
国
人
へ
の
日
本
語
等
の
習
得
機
会
の
確
保
、

情
報
提
供
等
に
よ
り
、
在
留
外
国
人
が
日
常
生
活
、
社

会
生
活
、
職
業
生
活
を
円
滑
に
営
む
こ
と
が
で
き
る
た

め
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

５
�
学
齢
期
に
あ
る
在
留
外
国
人
に
就
学
、
教
育
の
機
会

が
確
保
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

６
�
在
留
外
国
人
に
必
要
な
支
援
を
提
供
す
る
た
め
に
、

居
住
す
る
外
国
人
に
関
す
る
在
留
資
格
等
の
情
報
を
地

方
自
治
体
と
共
有
し
、
国
と
地
方
自
治
体
と
の
有
機
的

連
携
を
促
進
す
る
こ
と
。

７
�
地
方
自
治
体
が
取
り
組
む
多
文
化
共
生
社
会
の
形
成

の
た
め
の
各
種
事
業
に
つ
い
て
、
必
要
な
財
政
措
置
な

ど
の
支
援
を
行
う
こ
と
。

〈
提
出
先
〉
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
、
総
務
大
臣
、

法
務
大
臣
、
財
務
大
臣
、
文
部
科
学
大
臣
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